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平成２２年１月２１日　

関係事業所　各位

川崎市健康福祉局障害計画課長　
あんしんサポートによる代読・代筆について

　日ごろから、本市の障害保健福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

さて、現在、関係事業所の皆様方におかれましては、あんしんサポートにより、見守り支援等の生活支援を実施していただいているところですが、平成２２年１月から、重度の視覚障害者への居宅での代読・代筆（私的理由による代読・代筆）につきましても、次の内容で本サービスにより提供できるものといたしました。

つきましては、対象となる方からサービスのご依頼等ございましたら、お手数と存じますが、対応方宜しくお願い申し上げます。
《あんしんサポートによる代読・代筆の内容》
○対象者　　　重度の視覚障害児・者（身体障害者手帳１、２級所持者）　

○利用要件　　次の要件をいずれも満たす場合

①単身又は障害者のみの世帯（＊）等のため、家族による支援が受けられない場合
＊家族が障害者又は要介護状態であるため、同居家族からの支援が受けられない場合
②居宅介護により対応できない日常生活上必要不可欠なもの以外の代読や代筆（私的

理由による代読・代筆）について希望する場合。なお、代読・代筆に限った居宅介護

の提供はできないため、日常生活上必要不可欠な代読・代筆についても、他の援助

と一体的に提供されない場合は対象とします。　
　○支給基準　　５時間／月（非定型的支給決定プロセスによる支給不可）

　＊ただし、通常の支給基準２３時間の範囲内で代読・代筆と見守り支援と併せてサー
ビス提供を受けることは可能です。例）代読５時間、見守り１８時間　計２３時間　　　　

＊その他の要件（報酬単価等）は、通常のあんしんサポートと同様となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（お問い合わせ先）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市健康福祉局障害計画課自立支援係
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